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1

資料１

企画提案
競技実施
要領

全般 ― ―
一社から異なった複数のメディアで複数の
ご提案をすることは可能ですか？

一社でジャンル等の異なる複数のメディア媒体をお持
ちの場合、媒体ごとに異なった提案書を作成し提案す
ることを可能とします。複数の提案書を提出する場
合、一社で提案する提案書の上限は３つまでとし、そ
れぞれの提案書に対する見積書の発行をお願いしま
す。
（例えばＡ社で発行する雑誌ア、雑誌イ、雑誌ウをそ
れぞれ提案することを可能とします。）

なお、１つの提案書の中で、予算の範囲内において複
数の媒体について提案することも可能です。

2

資料２

業務委託
仕様書

1 ―
３業務内容
の全般

記事に掲載する、県外から現地への移動手
段、県内での移動手段に縛りはあります
か？

移動手段に関して制限はございません。自由に提案し
てください。

3

資料２

業務委託
仕様書

1 21
３ 業務内容
（４）掲載

内容

秋田への旅行意欲を想起させる内容とある
が、実際に想定する日数で周遊できること
を前提とした紹介でなければならないのか
（モデルルートしての紹介など）。あくま
でも冬の秋田への旅行意欲を搔き立てるコ
ンテンツの紹介とし、記事内での周遊は想
定しなくてもよいのか。

「秋田への旅行意欲を想起させる内容」に関して、制
限はございません。自由に提案してください。


